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明
治

初
期

炭
坑

国
有

化

に

お
け

る

一
問

題

安

藤

保

明
治
五
年
三
月
発
布
さ
れ
た

「
鉱
山
心
得
」
お
よ
び
さ
ら
に
体
系
化
さ
れ
た

明
治
六
年
七
月
の

「
日
本
坑
法

」
に
よ

っ
て
明
治
政
府
の
鉱
山
に
対
す
る
方
針

が
確
定
さ
れ
た
。
そ
れ
は
鉱
物
資
源

の
国
有
と
、
外
国
資
本
に
よ
る
採
鉱
の
禁

止
の
精
神
に
よ
り
貫
ぬ
か
れ
た
点
に
特
徴
が
あ

っ
た
。

明
治
維
新
後

に
お
い
て
も
政
府
に
よ

っ
て
石
炭
掌
握
の
方
針
は
積
極
的
に
と

ら
れ
ず
、
自
由
な
開
発
が
な
さ
れ
た
た
め
に
、
幕
藩
体
制
下
の
経
営
と
同
様
な

経
営
が
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が

、

「
鉱
山
心
得

」
は
こ
の
よ
う
な
状
況
下

に
あ

っ
た
石
炭
を
も
政
府
所
有
物

と
規
定
し
た
の
で
あ
る
。
「鉱
山
心
得

」
の
こ

の
よ
う
な
方
針
は
、

一
部

に
は
そ
れ

よ
り
前
に
行
な
わ
れ
た
廃
藩
置
県

に
よ
る

行
政
区
画

の
変
更
に
と
も
な
う
事
務
引
継
ぎ
の
不
備
と
い
う
こ
と
も
加
わ
り
、

炭
坑
経
営
に
参
加
し
て
い
る
外
国
人

に
よ
り
、
政
府
に
対
す
る
補
償
要
求
訴
訟

と
い
う
事
態
を
惹
き
起
こ
す

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
鉱
山
国
有
化
の
過
程
に

お
い
て
当
然
起

こ
る
べ
き
問
題
で
あ

っ
た
。

こ
こ
に
紹
介
す
る
肥
前
の
木
須
炭
坑

は
、

「高
島

・
木
須

・
久
原
三
坑
丈
ケ

ハ
官
許
相
成
候
義

二
而
、
今
更
無
故

差
留
候
場
合

二
至
兼
候
得
共
、
其
余
之
鉱

山
貨
銀
を
以
器
械
家
雇
入
候
義
は
格
別
、
外
国
人
を
し
て
坑
山
損
益
之
割
合

二

関
し
見
候
義
は

一
切
御
差
許
不
相
成
事

二
候

」

(明
治
六
年

一
月
卅

一
日
、
土

井
鉱
山
権
頭
よ
り
宮
本
外
務
大
丞

へ
の
書
翰

)
と
置
県
前
に
官
許
を
え
、
外
国

人
と
の
共
同

に
よ

っ
て
開
発
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

木
須
炭
坑
に
関
す
る
訴
訟
は
、
炭
坑
機
械
代
金
支
払
要
求
と
い
う
最
も
簡
単

な
要
求
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
炭

坑
の
工
部
省
移
管
に
際
し
て
の
事
務
引

継

ぎ
の
不
備
、
置
県
前
開
発
の
中
心
者
で
あ

っ
た
百
武
作
十
が

「佐
賀
の
乱

」

に
関
連
し
た
こ
と
も
あ

っ
て
、
外
務
、
大
蔵
、
工
部
、
法
務

の
諸
省
、
長
崎

、

佐
賀
両
県
、
英
国
領
事
、
公
使
、
お
よ
び
当
事
者
の
ボ
イ
ド
商
会
と
の
間
に
四

年
間
に
わ
た

っ
て
交
渉
が
な
さ
れ
解
決
さ
れ
た
事
件
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て

『
筑
豊
石
炭
鉱
業
史
年
表

』
で
は
、
明
治
四
年
の
項
に

『
佐

賀
藩
と
取
引
し

て
い
た
英
商
ボ
イ
ド
は
、
唐
津
木
須
炭
坑
に
販
売
し
た
機
械
道

具
類
の
代
金
滞
納
を
長
崎
県
令
に
訴
え
る
。

(未
解
決

の
ま
ま
同
社
は
七
三
年

に
解
散
)

『
英
商
ボ
イ
ド
よ
り
佐
賀
県
相
手
取
品
物
代
滞

一
件
』
明
治
四
年

」

と
長
崎
県
立
図
書
館
所
蔵
史
料
を
典
拠
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
が
、

次
に
示
す

史
料
に
よ

っ
て
、
こ
の
事
件
を
よ
り
明
確
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

史
料
は
い
ず
れ
も
外
務
省
史
料
館
所
蔵

『
明
治
六
年
決
同
七
年
於
長
崎
ボ
イ

ト
商
社

ヨ
リ
佐
賀
県
士
族
百
武
作
十

へ
係
ル
木
津
石
炭
坑
用
器
械
売
渡
代
価
請

求

一
件
』
で
あ
る
。

史
料
A工

部
省
差
出
置
候
写

私
儀
佐
賀
藩
庁
之
砌

石
炭
取
扱
役
中
木
須
炭
坑

二
付
、

工
部
省
よ
り
御
尋
之

廉
は
去
明
治
六
年
九
月
廿
七
日
書
取
を
以
申
上
候
始
末
左

二

一
明
治
三
年
午
三
月
珊
日
よ
り
炭
探
錐
立
始
、
同
五
月
朔
日
よ
り
同
十

一
月
迄

立
坪
堀
方
相
整
候
事

一
立
坪
金
尺

二
て
凡

八
拾
三
尺
余
堀
立
、
右
之
内
凡
七
拾
尺

程

に
て
三
寸

の

炭
堀
出
し
、
夫
よ
り
七
拾
六

・
七
尺

二
而
四
寸
程
之
炭
掘
出
し
候
事

一金
壱
万
三
千
五
百
円

パ
四
)

長
崎
ホ
イ
ト
商
会

ア
ダ
ム
ス
よ
り
明
治
六
年
未
正
月
器
械

一
式
書
面
之
代

価

二
而
買
入
、
同
年

七
月
迄
皆
済
渡
候
事



一
同
五
千
弐
百
弐
拾
三
円
拾
五
銭

堀
子
大
工
諸
職
賃
銀

一
同
九
拾

口
円
六
拾
弐
銭

モ
リ
ス
久
原
よ
り
木
須
迄
渡
海
船
子
賃
銀

一
同
弐
千
八
百
三
拾
三
円
三
拾
三
銭

木
伐
其
外
諸
色
代

一
同
三
百
三
拾
弐
円
七
銭

金
物
新
出
来
井
修
理
賃
銀

一
同
七
百
七
拾
六
円
五
拾
七
銭

リ
ー
ツ
木
須

へ
止
宿
料
并

役
々
手
当
其
外

一
同
三
千
八
百
拾
六
円
六
拾
壱
銭

役
々
月
給
井
長
崎
往
来
モ
リ
ス
初
発
鉱
山
見
調
子
賃
用
、
且
出
角
代
、
皿

山
役
所
よ
り
遺
出
前

七
口
合
テ
金
弐
万
六
千
五
百
七
拾

三
円
三
拾
五
銭

モ
リ
ス
賃
金
之
部

一
金
五
百
円

モ
リ
ス
江
明
治
四
年
分

一
給
料

の
内
尤
出
炭
之
上

一
同
百
円

返
却
約
定

二
而
両
度

二
賃
渡
置
分

一
同
三
百
四
拾

四
円

久
原
鉱
山
方

用
モ
リ
ス
よ
り
注
文
出
角
代
金
、
出
炭
之

上
分

一
給
料
を
以
返
済
之
約
定

二
而
賃
渡
置
分
、

二
口
合

テ
金
九
百
四
拾
四
円

右
之
通
御
座
候
、
以
上

明
治
七
年
第
五
月
廿
五

日

百
武
兼
貞

花
押

史
料
B元

肥
前
政
府
江
我
社
中
も
の
引
合

勘
定
書

一
洋
銀
百
四
拾
九
枚
壱
合

七
夕

木
須
石
炭
鉱
江
相
渡
候
器
械
類
、

千
八
百
七
十

一
年
第
四
月
十

一
日
勘
定

一
同
六
百
八
拾
六
枚
六
夕

同
断
諸
品
、
千
八
百
七
十

一
年
十

一
月
廿
八
日
勘
定

一
同
弐
百
枚

四
合
五
夕

元
八
百
三
拾
五
枚
弐
合
三
夕
之
十

二
月
分
利
息

但
壱
ケ
月
弐
分
利

〆
洋
館
千
三
拾

五
枚
六
合
八
夕

長
崎
千
八
百
七
十
二
年
第
八
月
八
日

ボ
イ
ド
社
中
代
チ
ャ
ル
レ
ス
ト
ブ
リ

ュ
ー

ヘ
イ
、

史
料
C長

崎
在
留
英
商
ボ
イ
ト
社
中
よ
り
佐
賀
県
下
木
須
石
炭
坑

へ
売
渡
し
た
る

器
械
代
価
滞

一
件
訴
訟
之
手
続

(
壬
申
七
月
五
日
)

一
千
八
百
七
十
二
年
八
月
八
日
附
を
以
ボ
イ
ド
社
中
よ
り
勘
定
書
相
添
出
訴
及

ひ
候
事

一
壬
申
七
月
九
日
長
崎
県
よ
り
右
訴
状
之
趣
佐
賀
県

へ
懸
合
及
ひ
し
処
、
同
県

よ
り
之
返
書

二
、
右
は
旧
伊
万
里
県
之
負
債

二
而
新
県
規
則
前
之
義

二
付
、

直

二
返
弁
出
来
兼
候

二
付
、
大
蔵
省

へ
伺
出
す

へ
き
旨
申
越
候
事
、

一
同
年
十

一
月
廿
二
日
附
を
以
テ
、
英
国
領
事
ボ
イ
ド
社
中
此

一
件
兼
而
願
出

置
候
得
共
、
何
之
報
知
も
無
之
二
付
、
領
事
よ
り
出
所
可
致
と
之
趣

二
而
、

勇
以
尚
勘
定
書
相
添
長
崎
県
令
江
出
訴
及
ひ
候
事
、

右

二
付
同
県
よ
り
明
治
六
年
十
月
七
日
迄
数
回
佐
賀
県
催
促
及
ひ
候
見
候
処
、

大
蔵
省
よ
り
差
図
無
之
と
之
旨
を
以
テ
、
更

二
相
運
不
申
事
、
明
治
六
年
十

二
月
十
二
日
二
至
り
同
国
領
事
よ
り
此

一
件
最
早

一
ケ
年
余
も
打
過
き
不
纒

故
、
同
国
公
使

へ
.申
立

へ
き
旨
長
崎
県
令
江
書
管
を
以
申
立
候
趣
同
県
よ
り

申
越
候
事

一
去
年
十

一
月
四
日
佐
賀
県

へ
右
訴
訟

二
付
、
大
蔵
省
江
伺
等
如
何
相
成
候
哉
、



右
等
之
模
様
更

二
申
越
候
様
当
省
よ
り
同
県

二
懸
合
候
事

一
本
年

一
月
十
五
日
同
国
公
使
よ
り
訴
出
候

二
付
、
同
県
出
張
所
官
員
之
内
朝

倉
達
順
呼
出
詰
門

(
問
)
い
た
し
候

得
共
、
県
地
之
回
答
無
之
而

ハ
何
と
も

拶
挨
出
来
兼
候
旨
申
立
候

一
一
月
廿
三
日
佐
賀
県
よ
り
之
返
答

は
、
ボ
イ
ト
社
中
之
訴
訟
は
、
当
県
木
須

石
炭
坑

二
而
、
其
頃
之
郡
令
百
武
作

十
引
受
候
品

二
相
当
可
申
、
之

ハ
既

二

工
部
省

へ
引
継
相
成
候
居
、
先
般
作

十

二
も
上
京
、
同
省

へ
引
合
相
済
居
候

旨
、
旧
騨
九
日
附
を
以
当
省
工
部
省

へ
届
出
置
候
通
申
越
候
事

一
前
条
之
趣
を
以
工
部
省

へ
二
月
八
日
附
を
以
懸
合
及
候
処
、
同
省
よ
り

二
月

十
七
日
附
之
返
書

ハ
、
佐
賀
県
よ
り
受
取
候
木
須
坑

一
件
書
類

二
記
載
も
無

之
、
并
百
武
作
十
上
京
の
節
同
人

よ
り
負
債
申
立
候
義
も
無
之
故
、
其
事
実

承
知
不
致
旨
付
、
佐
賀
県

へ
取
調

方
相
達
候
義

二
付

、
敦
よ
り
弁
償
可
致
哉

判
然
不
致
と
申
越
候
事

一
三
月
十
四
日
附
を
以
佐
賀
県

へ
工
部
省
よ
り
之
書
面
相
添
、
右
様
曖
昧
之
廉

等
至
急
取
調
方
申
遺
候
処
、
四
月

三
十
日
附

二
而
、
本
月
廿
日
長
崎
出
張
鉱

山
寮
よ
り
電
報

有
之
、
同
県
渋
谷
八
蔵
早
速
出
港
申
付
、
己

二
到
着
審
判
相

成
候
義
と
存
候
旨
申
越
候
事

一
前
条
之
趣
を
以
五
月
十
七
日
工
部
省
懸
合
置
候
得
共
、

い
ま
た
返
事
な
し

史
料
D

壬
申
七
月
五
日

長
崎
千
八
百
七
十
二
年
第
八
月

八
日

一
去
第

一
月
廿
五
日
拙
者
よ
り
書
翰

を
以
申
立
置
候
元
肥
前
政
府
を
相
手
取
候

引
合

一
件

二
付
、
閣
下
江
出
訴
仕
候
、
然
は
右
引
合
は
、
伊
万
里
木
須
石
炭

礦
用
之
機
械
代
等

二
御
座
候
、
且
右
は
、
貴
国
政
府

二
於

て
御
取
計
相
成
居

候
趣

二
候
得
共
、
干
今
決
定
不
仕
遅
延
お
よ
び
居
候
、
就
而
は
拙
者
共

二
於
て

此
事
件
速
二
纒
方
出
来
候
様

前
顕
利
足
附
之
引
合

一
件
此
節
大
蔵
省
江
御
申
立

之
運
二
到
り
候
ハ
、
難
有
仕
合

二
候
間
、
何
卒
左
様
相
成
度
閣
下
江
懇
願
仕
候
、

拝
具

ボ
イ
ト
商
社
代

チ
ャ
ル
ス
ド

ッ
プ

ル
ユ
ー
ヘ
イ

長
崎
県
権
令
宮
川
戻
之
閣
下

史
料
E

在
當
貌
列
顛
国
民
ボ
イ
ト
商
社

ヨ
リ
其
県
相
手
取
負
債
之
義

二
付
、
及
出
訴
候

翻
訳
文
相
副
、
当
正
月
廿
八
日
及
御
掛
合
候
処
、
右
事
件
は
、
旧
伊
万
里
県
之

補
償

二
而
新
県
御
規
則
前
之
義

二
有
之
、
何
分
直

二
返
弁
難
致
筋

二
付
、
大
蔵

省
江
伺
置
候
間
、
御
差
図
次
第
御
答
可
相
成
旨
、
二
月
三
日
附
を
以
御
申
越
有

之
処
、
其
以
来
追
々
催
促
申
出
、
猶
同
国
官
吏

ヨ
リ
も
及
応
接
候
末
、
今
般
別

紙
訳
文
之
通
更

二
申
立
候
、
因
茲
至
急
筋
立
候
御
挨
拶
無
之
而
は
此
末
彼

ノ
官

吏

二
対

シ
返
答
之
訳
柄
無
之
困
却
お
よ
ひ
候
、
此
段
急
度
及
御
駈
合
候
也

壬
申
七
月
九
日

長
崎
県

佐
賀
県
御
中

史
料
F

長
崎
在
留
器
械
製
造
会
社
ボ
イ
ル
ト
よ
り
伊
万
里
県
属
地
肥
州
石
炭
山

二
対

シ

借

金
相
成
候
得
共
、
長
崎
県
官
吏

二
於
而
取
纒
難
く
相
見
候
間
、
無
拠
同
所
領

事

江
拙
者
は
申
立
候
、
即
右
鉱
山
江
器
械
売
渡
別
紙
勘
定
書
之
通
洋
銀
八
百
三

十
五
弗
廿
三
セ
ン
ト

ニ
相
成
、
昨
年
十
二
月
珊

一
日
迄

一
ケ
月

一
歩
之
利
息
相

添
候

へ
は
、
惣
計
千
零
五
拾
弐
弗
に
相
成
候
間
、
右
早
々
相
纒
候
様
閣
下
よ
り

御
周
旋
有
之
度
候

一
月
十
五
日

英
国
公
使

ハ
リ
ェ
ス
パ
ル
ク
ス

寺
嶋
外
務
卿
閣
下

史
料
G

長
崎
在
留
ボ
イ
ル
ド
社
中
よ
り
佐
賀
県
下
木
須
炭
坑
入
用
之
物
品
売
渡
代
価
滞

消
却
方
之
儀

二
付
、
詳
悉
御
掛
合
之
趣
致
承
知
候
、
然
処
木
須
炭
坑

之
儀

ハ



百
武
作
十
専
任

二
有
之
、
其
負
債

二
相
違
無
之
旨
申
立
候
得

ハ
、
無
論
公
債

二

属

シ
可
申
、
尤
炭
坑

ハ
当
省
之
専
轄

に
付
、
ボ
イ
ド
社
中
よ
り
請
求
之
金
額
当

省
よ
り
消
却
可
致
か
又

ハ
藩
債
に
付
大
蔵
省
よ
り
出
金
可
相
成
所

二
候
か
、
右

区
分
之
儀

ハ
何
分
英
人

モ
リ
ス
差
縺

一
件
落
着

二
残
し
、
官
府
よ
り
消
却
可
相

成
筋

二
は
相
違
無
之
間
、
御
省

二
於
て
即
今
御
勘
合
も
可
有
之

二
付
、
追

テ
区

分
判
然
致
候
迄
右
金
額

ハ

一
時
操
替
大
蔵
省
よ
り
差
廻
し
相
成
可
然
候
付
、
其

趣
同
省
江
も
及
掛
合
置
候
間
、
更

二
同
省
江
御
掛
合
相
成
候
、
依
テ
此
段
及
御

回
答
候
也七
年
六
月
三
十
日

工
部
卿
伊
藤
博
文

外
務
卿
寺
嶋
宗
則
殿

史
料
H

以
手
紙
致
啓
上
候
、
然
は
本
年

一
月
中
御
申
立
有
之
候
長
崎
港
在
駐
英
国
商
人

ボ
イ
ド
社
中
よ
り
佐
賀
県
下
木
須
炭
坑
入
用
之
物
品
、
同
所
元
郡
令
作
十
事
百

武
兼
貞
江
売
渡
候
代
価
滞

一
件

二
付
、
尚
当
月
十
三
日
附
之
貴
管
致
披
見
候
、

右
は
廃
藩
置
県
之
際

二
跨
候
事
件

二
而
容
易
調
査
整
兼

、
漸
く
昨
今
調
相
済
候

二
付
、
元
金
八
百
三
十
五
弗

二
十
三

セ
ン
ト
江
当
月
迄
之
利
子
相
添
、
来

ル
三

十

一
日
可
相
渡
候
間
、
同
日
午
前
第
十

時
受
取
之
者
当
省
江
御
差
出
有
之
度
、

此
段
回
答
労
得
御
意
候

明
治
七
年
七
月
廿
八
日

寺
嶋
外
務
卿

英
国
特
命
全
権
公
使

ハ
ル
リ
ー
バ
ー
ク

ス
閣
下

木
須
炭
坑
機
械
代
金
請
求

一
件
は
、
第
二
百
八
十
九
号
布
達

の

「
外
国
人
民

ヨ
リ
我
国
政
府

二
対
ス
ル
訴
訟

ハ
外
務

省

二
於
テ
取
調
候

」
と
い
う
こ
と
に
よ

り
、
明
治
六
年
十

一
月
長
崎
県
よ
り
外
務
省

へ
訴
訟
関
係
書
類

一
切
が
移
管
さ

れ
る
こ
と
に
よ
り
急
速
に
解
決

へ
向
う
が
、
こ
こ
で
は
木
須
炭
抗
の
開
発
、
代

価
請
求
訴
訟
の
内
容
と
そ
の
年
次
、
決
着
等
の
推
移
が
わ
か
る
史
料
を
示
し
た
。

史
料
A
は
木
須
炭
坑
の
開
発
の
様
子
、
お
よ
び
モ
リ

ス
と
の
貸
借
関
係
を
示

す
。
モ
リ
ス
に
つ
い
て
は
、

「
元
佐
賀
藩
、
小
城
藩

ニ
於
テ
木
須
、
久
原
両
炭

山
稼
方

二
付
、

モ
リ

ス
雇
入
、
産
鉱
を
以
給
料

二
引
当
、
条
約
面
組
合
之
姿
と

相
成
居
候
中
、
立
県
之
際
破
談
之
義

二
付
、
彼
是
不
都
合
之
義
出
来

」

(
工
部

卿
よ
り
大
蔵
卿

へ
の
書
簡
、
明
治
六
年
十
月
三
十
日
)
と
あ
り
、
給
料
と
し

て

石
炭

(出
炭
の

一
割

)
を
得
る
こ
と
と
な

っ
て
い
た
。

史
料
B
は
ボ
イ
ド
社
中
よ
り

の
請
求
額

で
あ
る
。
明
治
七
年
五
月
廿
五
日
付

百
武
作
十
の

「
書
付
を
以
申
上
候

」
に
よ
れ
ば
、
負
債
額

は
、
三
百
八
十
五
円

廿
五
銭
、
長
崎
ボ
イ
ド
商
会
江
注
文
品
代
金
払
不
足
之
分
御
座
候

(遺
潰
し
候

分
)
、
四
百
廿
五
円
九
十
八
銭
、
前
条
買
入
之
内
現
品

二
而
引
送
代
金
払
不
足

三
分
御
座
候

(現
品

二
而
存
在
県
庁

へ
引
継
候
分
)
の
八
百
十

一
円
廿
三
銭
と

な

っ
て
い
る
。
ま

た
利
率
は
月
二
分
と
あ
る
が
、
後
に
は

一
分
と
ざ
れ
た
こ
と

は
史
料
F
で
も
知
ら
れ
る
。

史
料
C
～
F
は
訴
訟

の
経
過
を
示
す
史
料
で
あ
る
。
史
料
C
で
は
明
治
五
年

八
月
八
日
を
出
訴
の
日
と
す
る
が
、
史
料
E
に
よ
れ
ば
、
壬
申
正
月
廿
八
日

(第
二
月
七
日
)
以
前

に
出
訴
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、

こ
れ
は

史
料
D

に
み
え
る
第

一
月
廿
五
日
の
件
を
指
す
と
考
え
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
ろ

う
。
そ
の
後
も
五
年
十

一
月
廿
二
日
英
国
領
事
よ
り
、
七
年

一
月
十
五
日
に
は

史
料
F
に
示
す
よ
う
に
英
国
公
使
か
ら
出
訴
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
出
訴
に
促
が
さ
れ
て
右
の
負
債
に
つ
い
て
調
査
の
結
果
、
補
償
は

政

府
が
行
な
う

こ
と
は
当
然
の
こ
と
と
な

っ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
史
料
G
に

み
る
よ
う
に
、
補
償
金
を
炭
坑
専
管
の
工
部
省
よ
り
出
す
か
、
藩
債
と
み
て
大

蔵
省
よ
り
出
す

か
の
問
題
が
残
さ
れ
た
。

こ
れ
は
木
須
炭
坑
は
工
部
省
の
直
轄

で

あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
が
、
同
炭
坑
が
工
部
省

へ
移
管

さ
れ
た
時
期
は
明
ら
か

で
な
い
。
明
治
四
年
十

一
月
十
五
日
炭
坑
は
長
崎
県

へ
引
継
が
れ
て
お
り
、
ま

た
同
六
年
九
月
中
旬
、
百
武
作
十
は
工
部
省
に
お
い
て
木
須
炭
坑
の
始
末
に
つ



い

て
尋

ね

ら

れ

て

お
り

、

こ
の

間

に
移
管

さ

れ

た

こ
と

は

確

か

で
あ

る

。

こ
の

よ

う

に
炭

坑

関

係

の

事
務

は

工
部

省

担

当

と
な

っ
た

た
め

、

史

料

G

の

よ

う
な

問

題

が
生

じ

る

の

で

あ

る
が

、

一
応

大

蔵

省

よ

り

出

す

こ
と

に
決

着

し

、

史
料

H

に

み
る

よ

う

に
支

払

わ
れ

た
。

す

な

わ

ち
藩

債

処

理

の

一
還

と
し

て
決

着

し

た

の
で

あ
る

。

好
評

発

売
中

幕
末
天
保
元
年

〈
一
八
三
○
年
〉
よ
り
昭
和
四
十
麺
牽

三
年
第
四
次
石
炭
答
申

に
よ
っ
て
ほ
ぼ
全
面
的

な
閉
山

に
居
る
一

紀
半
の
間

の
筑
豊
石
炭
礦

業
の
歴
吏

年
表
.
.あ
わ
せ
て
全
国
石
炭
礦

業
の
趨
勢
と
筑
豊
地

域
社
会
の
推
移
を
も
う
か
が

い
、
民

俗

・
社
会
的
事

項
も
収
め
る

.
今
日
緊
急
性
を
帯
び

て
き
た
エ
ネ
ル
・
、

ギ
ー
聞
題
に
も
幅
広

い
展
望
を
与
え

る
で
あ
ろ
う
.

◎
体
裁

8
5
判

・
8
ポ
活
字
横
二
段

上
製
函
入

・
七
二
〇
頁

◎
定

価

一
三
、
○
○
○
円

◎
送
精

岡
山
・
島
根
以
西

三
〇
〇
円
静
岡

・
長
野
以
西
四

○
○
円

、東
京

・
神
奈
川
以
東

五
〇
〇
円

饗殆ワ

卜4

筑
豊
石
炭
礦
業
史
年
表
編
纂
委
員
会
編

■
■
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■,
●


